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はじめに

清心幼稚園が万感の思いと感謝の念をこめて『清心幼稚園創立九十周年記念誌』（以下「記

念誌」と略称）を世に送られたのは創立100周年を控えた1986（昭和61）年のことであった。

そして、今回、清心幼稚園はその百周年（1995年）をはるかに越えて今2006（平成18）年

には創立110周年を迎えようとしている。有為転変を常とするこの世で園に関わった一体何

人がこのような園の一世紀を越える長命を予測し得たであろうか。世間では古来百の一歩

手前の九十九を半永久的（白寿）、まして、百歳は到底望むべくもない永久的お目出たき年

と位置づけ、百寿としてこれを祝い、百年史を編纂して通過儀礼としている。本園でもこ

の時を節目として創立の精神とその意義を改めて問い、次の百年に向けての新たな旅立ち

を迎えようとしている。

私も先の「記念誌」には「アメリカン・ボードと清心幼稚園 」と題する小品をまとめて

祝意を表したが、今度も「清心幼稚園の創立とその精神」をアメリカン・ボードの歴史的

資料に求め、その創立の真相と意義を歴史的視点から再考しておくこととする。やがては

百年史編纂を希求する時の到来を信じるからである。

本稿では、先ず清心幼稚園の創立を担ったアメリカン・ボード資料『The Pure-Heart
 

Kindergarten』（『清心幼稚園』全文）を創立期の清心幼稚園の実態に即して解読紹介した

い。続いて同資料の実態を解説し、その歴史的意味を考えて清心幼稚園の創立の精神につ

いて触れたい。

次で、清心幼稚園の原点とも言うべき神戸の頌栄保母伝習所に思いを及ぼしながらハウ

女史の説いた「魂の教育」に触れて今後の清心幼稚園教育の指針とし得ればと考える。

Ⅰ 『清心幼稚園』の翻訳文

『清心幼稚園』

日本の一地方である前橋の地に待望久しい清心幼稚園と名付けられた我等の幼稚園がよ

うやく開園致しましたことをご報告申し上げます(①)。地方の役所にありがちな官僚による

形式主義が開園をここまで滞らせていたのですが、私達はいよいよこの幼稚園を始動させ

ることになり、この清心丸の行く方にわくわくする思いを禁じ得ない今日この頃です。

私達がこの地に本物の幼稚園を必要とすると考え始めたのはほんのここ二・三年のこと

にすぎません(②)。と申しますのも、この地にある公立の幼稚園はいずれも名ばかりのもの
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にすぎなかったからです。そこで私共は出資金を募り始め、そして、遂には当ステーショ

ンの前任メンバーでもあったマリー・Ｈ・シェッド女史(③)の熱心なご尽力によってようや

く開園への道筋が見え始めていたのです。

また、同時に私共が開園に向かって求めていた主任保母として広瀬（恒）さん(④)という

素的な方を確保することが出来ました。彼女は神戸にある我等のハウ先生の模範幼稚園保

母伝習所を今年卒業したばかりです。用意万端整ったものと考え、私立幼稚園開校の許可

を今年（1895年）の８月には地方政府に申請致しておりました(⑤)。

これに先立って先ずは手始めに役人との私的な会合を持ち、出来るだけ事をうまく運ぶ

手続とそのこつを学びました。その上で、彼等がこの問題の促進に関心を示したこともあ

りその成功を確信して北の町ダンから南の町ベエル・シェバまでのかのパレスチナ全地方

よろしく、さして広くないと言うものの前橋中を歩いて私共は一軒の家屋を見出しました。

その家屋は他によりよいものが見つかる迄は当面間に合わせ得るものと考えました。私達

は今度の企画に必要だと考えられた全ての情報を折りこんで出来るだけ慎重に申請書を作

成したつもりでした。それにしても私共の無智さ加減には我ながら腹立たしい限りです。

と申しますのも、先ず第一に私共の幼稚園規則にはいくつもの不具合が認められたので

す。その為、それらを古くからのしきたりに適合するように変更せざるを得ませんでした。

それから、私共の幼稚園には正式名称がないことに気付かされました。そこですばらし

いひらめきがあり、「清心（セイシンとは英文で心の清きことの意）幼稚園」(⑥)と呼称され

ることになりました。更に、必要な教具についても問題がありました。私共は現場で使う

ことになっている何ちょうものはさみや毛筆等々の正確な数の集計は申すに及ばず、恩物

や手技等に固有の名称をつけるのにはほとほと悩まされました。私共の提案した休暇につ

いても地方政府は大いに懸念を抱いておりました。私達が春季休暇を持つのであれば秋季

休暇はどうしてとらないのか？ という風にです。この他にも懸案事項として、年間の諸

経費と授業料の折り合いをつける必要が残っていました。即ち、園児一人あたりの月謝が

13セントとしても、子供達の定足数を30名に制限するとして一ヶ月につき見積もり歳入総

額12～15ドルでどうやって園をやりくり出来ると言うのでしょうか。

以上の重要な諸問題への取り組みが落着した直後に正規の役人による私共の園舎視察が

実施され、そして、不向きであるとの判断が新たに示されました。この為、家賃がまるま

る一ヶ月無駄になってしまったのです。幼稚園を始めようとする時点で、それ相応の家屋

が借り受けられていて、これこれの幼稚園であると言う申請書を提出させていただけてい

れば私共には申し分なかったのですが、実際、事はそのようには運ばなかったのです。結

果的には私共が全ての準備がちゃんと整わないうちに申請書を提出したことが正に混乱の

大元となったのです。それで、私共の手順に不具合が生じたと言うことで土地についても

再度やり直さねばなりませんでした。私共は先ず当局が園舎としてふさわしいと認めるよ

うな家屋をどうしても見つけねばならなかったのです。
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だが、すぐにまた、園長もしくは施設の責任者(⑦)に関する問題が出て来ました。即ち、

当事者本人の経歴と家柄の問い合わせが行われねばならなかったのです。彼女の出身地が

西日本 と言ってもここからさして遠くないのですが、結果としてこの調査のために３・

４週間の時間を経てしまいました。主任保母についても、また同様の経歴と家柄の照会が

行われました。結局こちらの課題が解決したのは本人が公的保育免状はなく、神戸にあっ

た私共の私立保姆伝習所から免状を与えられていたことが判明した時でした。京都市当局

がこの免状を有効なものとして容認していたと言うのに、一体これはどうしたと言うので

しょうか。いずれにしても当地の役人はかの伝習所についてはその存在すら熟知していな

かったのです。しかも、ここにはもう一つの難題があったのです。それはこの地方に於い

ては誰一人として幼稚園の組織だった運営を吟味する能吏がいなかったことです。そして、

広瀬さんについて言えば東京にある公的保姆養育所で審議を受けるために来春まで待たね

ばならなくなってしまっていました。

私共は開園の遅れに遅れていたこの間もずっと家賃や給料を払い続けておりましたの

で、なんとしても子供達から授業料を取らずに入学させ、幼稚園という名称を使わず、学

校と呼ばれる形ででも開校したいと決心しておりました。

しかし、遂には全ての難問が不思議と解消されました。そして、私達の申請書が出され

て４ヶ月後には清心幼稚園は開園することが出来たのです。現在11名の子供達が在籍(⑧)

し、その中の４名は近くのキリスト教主義の孤児院の子供達、そして、最年少の我が子ウ

オルド・ノイズもこの中に含まれております。広瀬先生はハウ先生の直弟子のお一人であ

り、私達は彼女に全幅の信頼を寄せております。

さて、ここで経費の前払いについてのお願いがあります。私共は子供達の確保には絶対

の自信を持っております。しかし、すったもんだの末、当局に受け入れられた園舎につい

てはとても最適なものとは思えません。今手元に75ドルあれば私共は現状よりはるかにま

しな建物を建設することが出来ます。その上に、一ヶ月に３ドルの賃貸料を節約すること

が出来ましょう。これに加えて私共は地域社会での当面の経常費を必要としております。

クリスチャンが社会の少数派にすぎない現状にあっては幼稚園の必要性が地域社会に認識

されるようになるにはまだ教育が充分に行われてはおりません。さあ！ そこで私共は幼

稚園の存在意義がわかっている人に、そうでない人にも同様の知識を持つ機会が与えられ

る様にと希望をもって懇願致したく存じる次第です。

心から子供達を愛する者の御名において

ウィリアム・Ｈ・ノイズ

マエバシ・ジャパン

1895年12月31日

（受信 1896年１月31日）
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